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は
じ
め
に

商
業
使
用
人
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
一
雇
用
関
係
を
必
要
と
す
る
か
否
か
、
そ
し
て
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と
す

る
か
否
か
に
つ
き
学
説
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
雇
用
関
係
を
有
す
る
と
い
う
説
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
代
理
権
を

有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
い
う
説
が
多
数
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
代
理
権
を
有
す

る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
説
を
支
持
す
る
者
が
増
え
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
対
立
は
、
商
法
が
商
業
使
用
人
と
商
業
代
理
人
を
混

同
し
、
商
業
代
理
人
す
な
わ
ち
商
業
使
用
人
と
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
元
来
、

商
業
使
用
人
と
商
業
代
理
人
と
は
別
個
の
観
念
で
あ
り
、
商
業
使
用
人
は
、
商
人
と
の
間
の
内
部
関
係
か
ら
見
て
、
商
人
の
た
め
に

営
業
上
の
勤
務
に
服
す
る
義
務
を
負
う
者
を
い
い
、
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
か
否
か
は
こ
れ
を
問
わ
な
い
の
に
反
し
、
商
業
代

理
人
は
、
外
部
第
三
者
に
対
す
る
関
係
か
ら
見
て
、
商
人
の
た
め
に
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
者
を
い
い
、
商
人
と
の
間
の
内
部

関
係
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
わ
が
国
の
商
法
は
、
「
商
業
使
用
人
」
と
題
し
て
い
な
が
ら
規
定
の
大
部
分
が
営
業

商業使用人の意義（藤田祥子）

上
の
代
理
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
上
の
無
用
の
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
上
の
混
乱
が
起
こ
る
原
因
と
な
っ
た
規
定
の
変
還
を
た
ど
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
商
業
使
用
人
の
規
定
は
、

平
成
一
七
年
の
商
法
改
正
に
お
い
て
あ
ま
り
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
問
題
が
な
い
た
め
で
は
な
く
、
難
し
い
問
題
が
あ
っ

た
の
で
、
内
容
の
検
討
を
先
送
り
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
会
社
法
に
も
商
業
使
用
人
の
規
定
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

株
式
会
社
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
よ
り
規
定
が
活
用
さ
れ
る
た
め
の

将
来
の
改
正
も
視
野
に
入
れ
て
、
商
業
使
用
人
の
規
定
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
お
く
こ
と
は
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

西
原
寛

『
日
本
商
法
論
第
一
巻
』
（
日
本
評
論
社
、
第
二
版
、
昭
和
二
五
年
）
三
五
一
頁
。
雇
用
関
係
に
は
な
い
が
営
業
上
の
代
理
権
を
有
し
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商事法

て
い
る
者
に
は
、
商
業
使
用
人
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
も
の
に
田
中
誠
二
H
喜
多
了
祐
「
全
訂
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
商
法
総
則
』
（
勤
草

書
房
、
一
九
七
五
年
）
三
七
九
頁
、
青
竹
正
一
『
特
別
講
義
改
正
商
法
総
則
・
商
行
為
法
」
（
成
文
堂
、
二

O
O
六
年
）
七
五
、
七
六
頁
、
弥
永
真

生
「
リ
l
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』
（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二

O
O
六
年
）
六
七
頁
。

（2
）
田
中
誠
二
「
新
版
商
法
総
則
』
（
千
倉
書
房
、
回
全
訂
版
、
一
九
七
五
年
）
二
九
三
頁
、
服
部
栄
三
「
商
法
総
則
」
（
青
林
書
院
新
社
、
第
三
版
、

一
九
八
三
年
）
二
七
八
頁
。

（
3
）
大
隅
健
一
郎
『
商
法
総
則
』
（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
七
八
年
）
一
四

O
頁
、
鴻
常
夫
『
商
法
総
則
』
（
弘
文
堂
、
全
訂
五
版
、
一
九
九
九
年
）

一
六
三
頁
、
神
崎
克
郎
『
商
法
総
則
・
商
行
為
通
論
」
（
同
文
舘
、
新
訂
版
、
一
九
九
九
年
）
二
八
、
一
一
九
頁
、
青
竹
・
前
掲
註
（
l
）
七
六
頁
、

藤
田
勝
利
H

北
村
雅
史
編
（
小
柿
徳
武
執
筆
）
「
プ
ラ
イ
マ
リ
i
商
法
総
則
・
商
行
為
法
」
（
法
律
文
化
社
、
第
二
版
、
二

O
O
六
年
）
八
六
頁
、
落

合
誠
一

H
大
塚
龍
児
H
山
下
友
信
（
大
塚
龍
児
執
筆
）
『
商
法
I

総
則
・
商
行
為
』
（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
二

O
O
六
年
）
八
六
頁
、
森
本
滋
編
（
北

村
雅
史
執
筆
）
『
商
法
総
則
講
義
』
（
成
文
堂
、
第
三
版
、
二

O
O
七
年
）
九
二
頁
。

（4
）
大
隅
健
一
郎
「
商
法
総
則
」
（
有
斐
閥
、
新
版
、
一
九
七
八
年
）
二
二
七
、
二
二
八
頁
。

（5
）
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
会
社
法
に
お
け
る
使
用
人
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
」
「
新
会
社
法
の
基
本
問
題
』
（
慶
麿
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
O
O
六
年
）
四
O
四
l
四
O
八
頁
参
照
。

（
6
）
特
に
会
社
法
一
四
条
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
神
作
裕
之
「
会
社
の
使
用
人
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
七
号
（
二

O
O
四
年
）
二
二

l
二
七
頁
。

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
に
お
け
る
商
業
使
用
人
の
規
定
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
に
、
落
合
誠
一

法
学
教
室
二
八
八
号
（
二

O
O
四
年
）
五
三
一
頁
。
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「
商
法
重
点
講
義

商
業
使
用
人
」

ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案

明
治
一
四
年
四
月
太
政
官
法
制
部
主
管
参
議
山
田
顕
義
は
、
ド
イ
ツ
人
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
エ
ス
レ
ル
に
商
法
草
案
の
起
稿
を
命
じ

た
。
山
田
参
議
の
商
法
起
草
方
針
は
、
商
法
起
草
を
二
つ
に
分
け
、
ま
ず
ロ
エ
ス
レ
ル
が
日
本
の
旧
慣
に
関
り
な
く
、
法
理
に
準
拠



し
、
各
国
の
立
法
・
経
済
を
参
酌
し
て
模
範
的
な
法
案
を
作
成
し
、
次
に
日
本
人
委
員
が
、
日
本
の
旧
慣
を
参
酌
し
て
施
行
上
の
問

題
を
考
慮
し
て
訂
正
を
加
え
る
と
い
う
分
業
体
制
を
と
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
商
法
編
纂
局
に
お
い
て
蒐
集

編
纂
さ
れ
た
商
事
慣
習
の
内
容
を
何
も
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
明
治
一
四
年
四
月
か
ら
明
治
一
七
年
一
月
ま
で
約
二
年
九
ヶ
月
の
歳
月

全
な
規
律
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、

ロ
エ
ス
レ
ル
が
起
草
に
お
い
て
目
的
と
し
た
一
つ
は
日
本
の
商
業
及
び
産
業
に
つ
き
確
実
完

一
つ
は
こ
れ
に
よ
り
日
本
を
世
界
各
国
と
平
等
の
地
位
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
起
草
の

を
費
や
し
て
商
法
草
案
を
脱
稿
し
た
。

方
法
と
し
て
比
較
法
的
方
法
を
用
い
、

フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
等
の
各
商
法
典
の
他
、
不
文
法

主
義
を
と
る
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
も
、
特
別
法
や
判
例
学
説
を
参
照
し
た
上
、
或
い
は
長
所
と
思
う
所
を
採
り
、
或
い

は
独
創
を
も
っ
て
よ
り
法
理
に
適
す
る
と
思
わ
れ
る
規
定
を
作
り
出
し
た
。

本
論
文
に
お
い
て
検
討
す
る
商
業
使
用
人
は
、
第
一
編
「
商
ヒ
一
般
ノ
事
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
商
法
草
案

商業使用人の意義（藤田祥子）

の
構
成
に
つ
い
て
そ
の
緒
言
で
第
一
編
「
商
ヒ
一
般
ノ
事
」
は
、
商
人
と
商
業
取
引
の
二
巻
に
分
け
、
商
人
の
巻
に
い
れ
る
も
の
と

し
て
第
四
に
商
人
の
使
用
人
即
ち
総
理
代
人
、
部
理
代
人
及
び
商
業
使
用
人
を
あ
げ
て
い
る
。
原
文
で
は
、
総
理
代
人
が

H
4
2
5
2
3、
部
理
代
人
が
回
雪
。
－

5
2
E唱
。
、
商
業
使
用
人
が
出
自
己

g
m
m
m
o
E
5ロ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
つ

が
商
法
典
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ロ
エ
ス
レ
ル
も
そ
の
主
義
を
と
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
一
編
「
商
ヒ
一
般
ノ

事
」
の
第
五
巻
の
題
号
は
「
代
理
人
及
商
業
使
用
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
緒
言
で
は
、
総
理
代
人
と
訳
さ
れ
て
い
た
司

8
2
1
2
8

が
代
理
人
と
い
う
訳
に
変
更
さ
れ
、
部
理
代
人
（
回
君
。
－
－
E
R
E
－
唱
。
）
が
題
号
か
ら
抜
け
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン

ス
商
法
に
は
規
定
が
な
く
、
ド
イ
ツ
商
法
を
中
心
に
ス
ペ
イ
ン
商
法
な
ど
を
参
考
に
し
て
い
る
。
第
五
巻
は
、
四
三
条
か
ら
五
一
条

ま
で
が
代
理
人
の
規
定
で
あ
り
、
五
二
条
か
ら
五
八
条
ま
で
が
主
人
の
営
業
上
に
お
け
る
商
業
使
用
人
の
地
位
に
関
す
る
規
定
、
そ

し
て
五
九
条
か
ら
六
六
条
が
商
業
使
用
人
の
雇
用
契
約
に
関
す
る
規
定
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

四
三
条
で
、
こ
の
条
文
を
規
定
し
た
理
由
に
つ
き
ロ
エ
ス
レ
ル
は
「
日
本
ニ
於
テ
ハ
尚
ホ
未
タ
之
ニ
関
ス
ル
完
備
ノ
法
律
ア
ラ
サ

227 
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プ
ロ
ク
ラ

ル
ヲ
以
テ
愛
ニ
其
条
項
ヲ
掲
ケ
置
ク
コ
ト
亦
至
当
ノ
事
ト
云
フ
ヘ
シ
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
所
謂
代
理
ト
ハ
永
ク
引
続
キ
且

予
メ
制
限
セ
ラ
レ
サ
ル
代
理
権
利
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヲ
指
ス
」
と
説
明
し
て
い
る
。
代
理
人
の
代
理
権
に
つ
き
四
六
条
で
、
「
凡
ソ
代

理
者
ニ
ハ
完
備
無
限
ノ
全
権
ア
リ
ト
推
測
ス
ヘ
キ
」
と
説
明
す
る
。

228 
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商
業
使
用
人
の
最
初
の
規
定
で
あ
る
五
二
条
に
お
い
て
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
「
伊
斯
波
仁
亜
商
法
第
百
八
十
七
条
及
ヒ
第
百
八
十
八

条
ニ
ハ
支
配
者
又
ハ
手
代
ニ
対
ス
ル
別
段
ノ
委
任
規
則
ヲ
掲
ク
レ
ト
モ
之
レ
過
度
ノ
注
意
ト
云
フ
ヘ
シ
又
独
逸
商
法
第
四
十
七
条
及

ヒ
第
五
十
八
条
ニ
モ
商
業
使
用
人
ト
商
業
部
理
代
人
ト
ノ
間
ニ
区
別
シ
テ
以
テ
商
業
使
用
人
ハ
元
来
主
人
ノ
為
メ
ニ
取
引
ヲ
執
行
ス

ル
ノ
権
利
ナ
シ
其
之
レ
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
為
メ
ニ
ハ
別
段
ノ
命
令
ヲ
受
ク
ヘ
シ
而
シ
テ
此
命
令
ハ
即
チ
委
任
ニ
殊
ナ
ラ
ス
ト
為
セ
ト
モ

又
斉
シ
ク
過
度
ノ
煩
則
ト
云
フ
ヘ
シ
之
ニ
反
シ
テ
独
逸
ノ
法
律
学
上
ニ
於
テ
ハ
商
業
使
用
人
及
ヒ
商
業
部
理
代
人
ハ
同
一
ノ
人
タ
リ

又
実
際
取
引
ノ
執
行
ヲ
委
託
シ
タ
ル
ニ
付
テ
ハ
併
セ
テ
取
引
全
権
ヲ
モ
委
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
定
セ
リ
之
レ
則
チ
此
草
案

ノ
窓
拠
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
又
実
際
ノ
成
事
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
参
考
と
す
る
ス
ペ
イ
ン
法
も
ド
イ
ツ
法
も
過

度
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
商
業
使
用
人
と
商
業
代
理
人
は
、
条
文
上
、
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
学

説
上
も
実
際
上
も
商
業
使
用
人
は
商
業
代
理
人
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
ら
こ
の
草
案
に
お
い
て
も
一
体
と
し
て
規
定
し
た
と
い
う
こ

つ
ま
り
五
二
条
か
ら
五
八
条
は
、
商
業
使
用
人
に
営
業
上
の
代
理
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
。

た
だ
し
代
理
権
を
中
心
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
五
九
条
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
雇
用
契
約
に
は
よ
ら
な
い
が
営
業
上
の
代
理

と
で
あ
ろ
う
か
。

権
を
有
し
て
い
る
者
、
例
え
ば
妻
子
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

雇
用
契
約

S
H
O
D
き
2
5
m）
に
関
す
る
規
定
が
は
じ
ま
る
五
九
条
に
お
い
て
ロ
エ
ス
レ
ル
は
「
一
雇
入
契
約
ノ
原
則
ハ
民
法
ニ
記
載

セ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
商
業
使
用
人
ニ
モ
亦
適
用
ス
ヘ
シ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
セ
リ
但
シ
之
ニ
関
ス
ル
不
随
ノ
廉
ヲ
避
ケ
且
ツ
或
ル
点
ニ

就
テ
商
業
上
ノ
需
求
ニ
応
セ
ン
カ
為
メ
尚
ホ
別
段
ノ
規
則
数
件
ヲ
附
加
シ
タ
リ
」
と
述
べ
て
民
法
の
雇
用
契
約
が
原
則
と
し
て
適
用

さ
れ
る
が
、
労
働
関
係
に
関
す
る
商
業
使
用
人
固
有
の
規
定
を
お
い
た
旨
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。



以
上
み
て
き
た
よ
う
に
ロ
エ
ス
レ
ル
が
、
商
業
使
用
人
と
商
業
代
理
人
を
一
体
で
商
業
使
用
人
と
し
て
規
定
し
た
た
め
、
以
後
の

解
釈
上
の
混
乱
が
起
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
商
業
使
用
人
の
規
定
と
し
な
が
ら
主
と
し
て
代
理
権
に
つ
き
規
定
し
た
た
め
に
、

商
業
代
理
人
で
あ
っ
て
商
業
使
用
人
で
は
な
い
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、
余
計
混
乱
す
る
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
商
業
使
用
人

の
意
義
に
つ
き
雇
用
関
係
を
要
し
な
い
と
す
る
学
説
が
出
て
く
る
の
も
こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
ロ
エ

ス
レ
ル
商
法
草
案
の
段
階
で
は
、
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

商業使用人の意義（藤田祥子）

志
田
錦
太
郎
「
日
本
商
法
典
の
編
纂
と
改
正
』
（
明
治
大
学
出
版
部
、

「
ロ
エ
ス
レ
ル
氏
意
見
書
ニ
対
ス
ル
答
弁
」
（
法
律
取
調
委
員
会
商
法
ニ
関
ス
ル
書
類
所
収
）
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
九
』
（
商
事
法
務

研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
六
一
頁
。

（
9
）
商
事
慣
例
類
集
第
一
篇
な
い
し
第
三
篇
と
し
て
明
治
一
六
年
か
ら
翌
一
七
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
（
複
刻
・
商
事
法
務
研
究
会
、

年）。

（叩）
（日）

（口）
（日）

（凶）

一
九
三
三
年
、
復
刻
・
新
青
出
版
、
一
九
九
五
年
）
三

O
頁。

8 

一
九
九
O

「
商
法
草
案
脱
稿
報
告
書
」
『
ロ
ェ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
下
巻
』
（
司
法
省
、
複
刻
・
新
青
出
版
、
一
九
九
五
年
）

「
商
法
立
案
ノ
主
義
及
ヒ
其
区
域
ノ
緒
言
」
「
ロ
ェ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
上
巻
」
（
司
法
省
、
複
刻
・
新
青
出
版
、

前
掲
註
（
叩
）
「
商
法
草
案
脱
稿
報
告
書
」
一

O
、
一
一
丁
。

前
掲
註
（
日
）
「
商
法
立
案
ノ
主
義
及
ヒ
其
区
域
ノ
緒
言
」
一
八
丁
。

一ゴ一丁。

一
九
九
五
年
）

一丁。

国

2
5
8ロ
列
。

2
－
oF
開
口
同
名
ロ

ROFDO回
国
自
色

o
z’ogoRσ
己
の

F
g
B円古田
U
S
E－
件
。
）
自
B
B
S
F回円

H

・H

－

E
ロ－

oFE口
町
山
出
（

Z
o
c骨
c
c
F
∞E
5
2
B田
町
ロ
担
当
守
口
温

否。小）・

（
日
）
「
ロ
ェ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
上
巻
』
（
以
下
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
上
と
称
す
）
（
司
法
省
、
複
刻
・
新
青
出
版
、

丁。

（凶）
（打）

一
九
九
五
年
）

一
四
九

前
掲
註
（
日
）
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
上
二
ハ
一
丁
。

前
掲
註
（
日
）
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
上
一
七
三
、
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（
同
）
前
掲
註
（
日
）
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
上
一
八
六
丁
「
商
業
使
用
人
及
ヒ
代
理
人
ハ
必
ス
シ
モ
主
人
ノ
傭
人
ニ
限
ル
コ
ト
ナ
ク
シ
テ
或
ハ
主
人

ニ
対
シ
他
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
則
チ
重
モ
ニ
家
属
或
ハ
妻
子
ニ
シ
テ
主
人
ノ
営
業
ヲ
扶
助
ス
ル
者
ノ
如
キ
是
ナ
リ
」

（
円
）
前
掲
註
（
日
）
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
上
一
八
六
丁
。

（
却
）
旧
商
法
典
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
わ
が
国
商
法
が
商
業
使
用
人
と
商
業
代
理
人
を
区
別
し
な
い
で
単
に
商
業
使
用
人
に
つ
い
て
規
定
し
、
代
理

と
雇
用
に
関
す
る
規
則
を
併
載
し
た
こ
と
が
規
定
を
分
か
ら
な
く
す
る
一
原
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
に
、
梅
謙
次
郎
「
日
本
商
法
〔
明
治
二
ゴ
一

年
〕
講
義
』
（
復
刻
・
信
山
社
、
二

O
O
五
年
）
二
五
六
頁
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
商
業
使
用
人
の
規
定
に
関
し
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
服
部
育
生

「
ド
イ
ツ
商
法
の
支
配
人
制
度
」
「
現
代
企
業
と
法
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
九
五
頁
、
脇
阪
明
紀
「
支
配
人

1
5
2由
民
。

p
g
H
P

U
R

－Mg
E
g
p
φ
E
P
3遣
を
素
材
に
l
」
沖
縄
法
学
一
一
一
一
号
（
一
九
九
三
年
）
八
一
頁
、
吉
本
健
一
「
ド
イ
ツ
商
法
に
お
け
る
商
事
代
理
人
の
代

理
権
」
阪
大
法
学
四
五
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
五
年
）
五
七
頁
、
南
保
勝
美
「
商
業
使
用
人
の
代
理
権
」
法
律
論
叢
七
八
巻
四
・
五
号
（
二

O
O
六

年
）
一
九
九
頁
。

（引）
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鴻
・
前
掲
註
（
3

人

一
一
九
頁
。

一
六
一
二
頁
、
神
崎
・
前
掲
註
（
3

旧
商
法
典
（
明
治
二
三
年
）

ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
脱
稿
後
、
好
余
曲
折
を
経
て
、
明
治
二
三
年
四
月
二
六
日
に
商
法
（
旧
商
法
典
）
が
公
布
さ
れ
た
。
ロ
エ

ス
レ
ル
商
法
草
案
「
代
理
人
及
商
業
使
用
人
」
に
該
当
す
る
の
は
第
一
編
「
商
ノ
通
則
」
第
五
章
「
代
務
人
及
ヒ
商
業
使
用
人
」
で

四
二
条
か
ら
六
五
条
ま
で
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
で
は
題
号
が
、
「
代
理
人
及
商
業
使
用
人
」
と
な
っ
て
お
り
、
旧
商
法
に
お
い
て
代
理
人
か
ら
代
務
人
へ

と
名
称
の
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
元
と
な
る
ド
イ
ツ
語
は

H
V
5
2
3
gロ
で
あ
っ
て
変
わ
り
は
な
い
。
代
務
人
と
商
業
使
用
人

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
新
語
で
あ
る
。
商
業
使
用
人
と
い
う
文
言
に
関
し
て
使
用
人
は
商
家

あ
り
、



に
固
有
の
も
の
と
は
い
え
ず
、
非
商
人
で
あ
っ
て
も
自
用
の
た
め
に
使
う
者
は
そ
の
人
の
使
用
人
と
な
る
た
め
、
商
業
の
二
文
字
を

つ
け
た
の
は
、
民
商
の
区
別
を
明
瞭
に
す
る
た
め
で
あ
っ
て
深
い
意
味
は
な
い
。
代
務
人
・
商
業
使
用
人
に
該
当
す
る
の
は
、
従
来

で
い
う
と
こ
ろ
の
番
頭
、
手
代
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
そ
れ
ら
の
従
来
か
ら
あ
る
名
称
を
使
わ
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
番
頭
・

手
代
と
い
う
名
称
で
あ
る
と
そ
の
権
限
如
何
に
つ
い
て
は
、
家
々
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
っ
て
一
定
の
標
準
が
な
い
。
商
法
に
規

定
す
る
か
ら
に
は
、
二
疋
の
標
準
と
し
て
規
定
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
訳
で
新
語
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
し
た
権
限
を
規
定

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
代
務
人
と
商
業
使
用
人
と
の
差
は
、
権
限
の
広
狭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
取
調
報
告
委

員
だ
っ
た
長
谷
川
喬
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
代
務
人
ト
ハ
：
：
：
一
時
ノ
委
任
ニ
非
シ
テ
永
ク
引
続
ク
可
キ
性
質
ア
ル
年
限
ノ
代
理
権
ヲ

有
ス
ル
者
ナ
リ
故
ニ
先
ツ
之
ヲ
番
頭
ト
解
釈
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
蓋
大
ナ
ル
差
異
ナ
キ
ナ
リ

商
業
使
用
人
ト
ハ
商
業
上
ノ
手
伝
人
ニ
シ
テ
所
謂
支
配
人
以
下
丁
稚
小
僧
ニ
至
ル
迄
総
テ
商
業
上
ニ
於
テ
使
役
セ
ラ
ル
ル
者
ヲ
云

ヒ
且
妻
子
春
族
ト
難
ト
モ
荷
モ
商
業
主
人
ノ
営
業
ヲ
扶
助
ス
ル
者
ハ
亦
之
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
お
り
、
四
二
条
か
ら
五

七
条
に
関
し
て
は
、

ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
か
ら
大
き
な
変
更
は
な
い
。
そ
れ
は
商
法
編
纂
を
短
時
間
で
完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
商
法
草
案
議
事
速
記
第
一
回
（
明
治
二

O
年
二
一
月
一
日
）
に
よ
れ
ば
一
八
条
か
ら
四
七
条
ま
で

商業使用人の意義（藤田祥子）

が
議
論
さ
れ
、
第
二
回
（
明
治
二

O
年
二
一
月
二
日
）
に
お
い
て
も
四
八
条
か
ら
六
二
条
ま
で
議
論
さ
れ
る
と
い
っ
た
状
況
の
中
で
は
、

法
律
取
調
委
員
は
、
会
議
中
法
案
の
内
容
を
理
解
す
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
在
の
労
働
法
に
相
当
す
る
規
定
で
あ
る
商
業
使
用
人
の
雇
用
関
係
の
規
定
（
五
八
条
か
ら
六
五
条
）
は
、
条
文

数
は
ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
と
同
じ
で
あ
る
が
、
内
容
に
変
更
が
見
ら
れ
る
。
雇
用
関
係
の
規
定
は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
が
、
ド
イ
ツ
の

規
定
を
参
考
に
し
な
が
ら
当
時
の
西
洋
諸
国
の
水
準
を
模
し
て
独
自
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
治
前
期
の
日
本
に
定
着

さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
雇
用
関
係
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
権
利
が
縮
減
さ
れ
た
。
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（
辺
）
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
泰
甫
H
高
橋
良
彰
『
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
民
法
典
の
編
纂
』
（
雄
松
堂
、

小
沢
隆
司
「
日
本
商
法
典
の
誕
生
」
法
律
時
報
七
一
巻
七
号
二
九
九
九
年
）
八
、
九
頁
参
照
。

（
お
）
名
称
が
変
更
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
高
橋
美
加
「
経
営
権
限
の
委
譲
と
包
括
的
代
理
権
付
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
八
巻
ゴ
百
万
（
二

O
O
一

年
）
一
八
｜
二

O
頁
参
照
。

（M
）
長
谷
川
喬
H

岸
本
辰
雄
「
商
法
〔
明
治
二
三
年
〕
商
法
正
義
第
一
巻
・
第
二
巻
」
（
複
刻
・
信
山
社
、
一
九
九
五
年
）
第
一
巻
一
七
六
頁
、
梅
謙

次
郎
H
本
野
一
郎
「
日
本
商
法
義
解
（
巻
之
一
・
巻
之
二
合
本
）
」
（
複
刻
・
新
青
出
版
、
二

O
O
一
年
）
二
八
二
貝
。

（
お
）
商
法
草
案
議
事
速
記
第
二
回
（
明
治
二

O
年
二
一
月
二
日
）
に
お
い
て
清
岡
委
員
は
「
日
本
杯
ニ
ハ
代
務
人
ノ
名
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
」
と
述
べ
て

い
る
。
「
法
律
取
調
委
員
会
商
法
草
案
議
事
速
記
」
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
八
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
四
O
頁。

（
お
）
磯
部
四
郎
『
商
法
〔
明
治
二
三
年
〕
釈
義
（
第
一
編
第
一
章
｜
第
六
章
）
』
（
複
刻
・
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
二
五
O
、
二
五
一
頁
。

（
幻
）
磯
部
・
前
掲
註
（
お
）
「
商
法
〔
明
治
二
三
年
〕
釈
義
」
二
四
八
二
五

O
頁。

（
お
）
岸
本
辰
雄
『
商
法
講
義
上
』
（
明
治
大
学
、
一
九
八
一
年
）
一
三
四
頁
。

（
汐
）
長
谷
川
H
岸
本
・
前
掲
註
（
M
）
「
商
法
〔
明
治
二
三
年
〕
商
法
正
義
」
第
一
巻
一
七
六
頁
。

（
却
）
伊
東
す
み
子
「
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
の
立
法
史
的
意
義
に
つ
い
て
」
『
法
制
史
論
集
（
石
井
良
助
先
生
還
暦
祝
賀
）
』
（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
）

一
一
一
一
頁
、
高
橋
・
前
掲
（
お
）
「
経
営
権
限
の
委
譲
と
包
括
的
代
理
権
付
」
二

O
頁。

伊
東
・
前
掲
註
（
却
）
「
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
の
立
法
史
的
意
義
に
つ
い
て
」
二
二
七
二
二
九
頁
。
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四

明
治
三
二
年
商
法
典

明
治
二
三
年
に
公
布
さ
れ
た
商
法
典
は
、

い
わ
ゆ
る
法
典
論
争
に
よ
っ
て
、

一
部
を
除
い
て
施
行
が
延
期
さ
れ
た
。
法
典
論
争
に

よ
る
民
法
商
法
施
行
延
期
法
の
公
布
及
び
一
部
の
修
正
実
施
を
経
て
、
政
府
は
商
法
の
修
正
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
り
、
内
閣
に
法

典
調
査
会
が
設
置
さ
れ
た
。
商
業
使
用
人
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
明
治
コ
三
年
商
法
典
が
可
決
・
成
立
す
る
ま
で



に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
変
化
を
順
次
お
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

商
業
使
用
人
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
法
典
調
査
会
第
二
回
商
法
委
員
会
（
明
治
二
八
年
九
月
三
O
日
）
に
議
題
と
な
っ
た
目
録
に
第

一
編
総
則
第
五
章
番
頭
、
手
代
其
他
ノ
使
用
人
と
い
う
題
号
が
で
て
く
る
。
既
成
商
法
の
題
号
を
廃
し
た
理
由
に
つ
い
て
志
田
紳
太

郎
は
「
番
頭
及
ヒ
手
代
ナ
ル
語
ハ
頗
ル
精
確
ヲ
扶
ク
ヲ
以
テ
旧
商
法
ハ
全
ク
之
ヲ
用
イ
ス
之
ニ
代
フ
ル
ニ
代
務
人
及
ヒ
商
業
使
用
人

ナ
ル
新
熟
語
ヲ
以
テ
セ
リ
然
レ
ト
モ
単
ニ
意
義
暖
昧
ナ
ル
ノ
一
事
ニ
因
リ
テ
直
チ
ニ
番
頭
及
ヒ
手
代
ナ
ル
慣
用
ノ
名
称
ヲ
法
典
中
ヨ

リ
排
斥
シ
実
業
者
ヲ
シ
テ
法
典
ニ
所
謂
代
務
人
及
ヒ
商
業
使
用
人
ノ
何
レ
カ
番
頭
ニ
該
当
シ
何
レ
カ
手
代
ニ
該
当
ス
ル
カ
ヲ
知
ル
ニ

苦
マ
シ
メ
其
適
従
ス
ル
所
ニ
迷
ハ
シ
ム
ル
ハ
是
レ
亦
立
法
ノ
宜
シ
キ
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り

番
頭
、
手
代
の
職
務
権
限
は
一
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
、
代
務
人
・
商
業
使
用
人
と
い
う
新
語
を
使
っ
て
職
務
権
限
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
商
法
中
に
規
定
し
た
が
、
結
局
は
従
来
の
番
頭
や
手
代
が
ど
ち
ら
に
な
る
の
か
を
考
え
る
の
に
困
難
を
き
た
す
こ
と
に

商業使用人の意義（藤田祥子）

な
り
、
う
ま
く
機
能
せ
ず
に
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
従
来
、
使
用
さ
れ
て
い
る
文
言
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
起
草
者
の
一
人
で
あ
る
梅

謙
次
郎
も
旧
商
法
が
批
難
を
あ
び
た
の
は
、
代
務
人
と
い
う
新
し
い
文
字
を
使
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
従
来
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
番
頭

や
手
代
と
い
う
文
言
に
改
め
れ
ば
、
権
限
に
関
す
る
規
定
が
慣
習
と
異
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
実
際
従
来
慣
習
上
存
在
す
る
呼
称
を

採
用
し
て
い
る
の
で
批
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
、
商
法
委
員
会
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
章
の
審
議
が
行
わ
れ
た
の
は
、
法
典
調
査
会
第
九
回
商
法
委
員
会
（
明
治
二
九
年
六
月
二
六
日
）
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
本
章

の
各
規
定
の
審
議
に
入
る
前
に
起
草
者
の
一
人
で
あ
り
、
こ
の
章
の
起
草
を
担
当
し
た
岡
野
敬
次
郎
に
よ
る
章
全
体
の
説
明
が
あ
る
。

岡
野
敬
次
郎
は
、
題
号
を
変
更
し
た
と
き
は
委
員
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
修
正
が
わ
が
国
の
今
日
に
適
当
で
あ
る
と
信
じ
て
決
定

の
億
を
採
用
し
て
起
草
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
章
を
総
則
中
に
規
定
し
た
理
由
と
し
て
「
外
国
ニ
於
テ
ハ
例
ヘ

バ
商
業
代
理
或
ハ
商
業
上
ノ
委
任
ナ
ル
題
号
ヲ
設
ケ
其
中
ニ
既
成
商
法
代
務
人
ノ
如
キ
個
条
ヲ
規
定
セ
リ
ト
思
フ
然
ル
ニ
元
来
既
成

商
法
ノ
代
務
人
又
ハ
商
業
使
用
人
即
チ
本
案
ノ
所
謂
番
頭
、
手
代
其
他
ノ
使
用
人
ナ
ル
者
ハ
其
性
質
如
何
ト
云
フ
ニ
全
ク
主
人
ノ
商
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業
上
ノ
機
関
ニ
シ
テ
敢
テ
独
立
ノ
者
ニ
非
ラ
ズ
然
ル
ニ
普
通
代
理
又
ハ
委
任
ト
云
ヘ
バ
其
主
人
ノ
商
業
上
ノ
機
関
ノ
謂
ニ
非
ラ
ズ
シ

テ
全
ク
独
立
シ
タ
ル
者
ト
解
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
章
の
規
定
は
、
外
国
で
は
例
え
ば
商
業
代
理
の
題
号
の
下
に
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規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
普
通
代
理
は
、
独
立
し
た
者
が
な
す
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
商
業
使
用
人
は
主
人
の
機
関
で
独

立
し
た
者
で
は
な
い
た
め
両
者
で
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
総
則
に
規
定
す
る
と
い
う
旧
商
法
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明

す
る
。
そ
し
て
「
余
輩
ガ
本
章
ヲ
起
草
セ
シ
旨
趣
ノ
大
体
ヲ
述
べ
ン
先
ヅ
第
一
従
来
我
国
ノ
慣
習
上
ニ
於
テ
ハ
番
頭
及
ビ
手
代
ノ
如

キ
ハ
其
間
ニ
於
テ
何
等
ノ
区
別
ナ
キ
ガ
知
シ
或
商
店
ニ
於
テ
ハ
番
頭
ト
呼
ビ
又
或
商
店
ニ
於
テ
ハ
手
代
ト
呼
べ
バ
ナ
リ
従
ツ
テ
其
権

限
及
ビ
資
格
ノ
知
キ
モ
一
定
セ
ル
モ
ノ
ナ
シ
乍
併
慣
習
上
縦
令
ヒ
一
定
セ
ル
所
ナ
キ
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
有
モ
一
度
之
ヲ
法
典
中
ニ
規
定
ス

ル
以
上
ハ
慣
習
ニ
準
拠
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
タ
リ
ト
雛
モ
又
法
律
上
ヨ
リ
観
察
ヲ
下
シ
之
ヲ
補
足
シ
テ
明
カ
ニ
区
別
ヲ
設
ク
ル
ノ
必
要
ヲ

感
ジ
此
方
針
ヲ
以
テ
規
定
セ
リ
第
二
ハ
修
正
民
法
ニ
於
テ
代
理
、
雇
用
及
ビ
委
任
ノ
規
定
確
定
セ
シ
ヲ
以
テ
既
成
商
法
第
五
章
中
右

ト
重
複
ス
ル
個
条
ハ
尽
ク
削
除
セ
リ
：
：
：
第
一
二
、
ニ
ハ
此
章
全
体
ニ
付
キ
余
ノ
考
ヘ
ヲ
述
レ
バ
此
番
頭
及
ピ
手
代
ハ
代
理
、
一
雇
用
及

ビ
委
任
ノ
性
質
ヲ
兼
ネ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
主
人
ニ
代
ツ
テ
営
業
ヲ
為
ス
場
合
即
チ
法
律
行
為
ヲ
為
ス
権
限
ヲ
有
ス
ト
難
モ
彼
ノ

使
用
人
ニ
至
ツ
テ
ハ
第
三
十
三
条
ニ
一
不
ス
ガ
如
ク
或
特
別
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ト
キ
ハ
主
人
ノ
為
メ
ニ
法
律
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ

ザ
ル
ヲ
以
テ
其
職
掌
上
全
ク
事
実
労
務
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
純
然
タ
ル
雇
用
契
約
ニ
ヨ
リ
使
用
人
ト
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
標
題

ニ
於
テ
番
頭
、
手
代
及
ビ
其
他
使
用
人
ト
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ
」
と
本
章
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。
岡
野
の
趣
旨
と
し
て
は
第
一
に
番

頭
・
手
代
の
権
限
お
よ
び
資
格
は
慣
習
上
、

一
定
し
な
い
が
、
法
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
慣
習
に
準
拠
す
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
区

別
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
が
こ
の
章
を
審
議
す
る
に
あ
た
っ
て
紛
糾
す
る
も
と
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
結
局
、
代

務
人
と
い
う
文
二
一
一
口
に
代
え
て
番
頭
・
手
代
と
い
う
文
言
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
難
を
避
け
る
と
い
う
梅
謙
次
郎
の
意
図
し
た

よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
第
二
の
趣
旨
と
し
て
述
べ
た
よ
う
に
民
法
と
重
複
・
抵
触
す
る
条
文
が
削
除
さ
れ
た
が
、
こ
の

こ
と
が
商
業
代
理
人
と
し
て
で
は
な
い
商
業
使
用
人
に
関
す
る
規
定
が
大
幅
に
減
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て



第
三
の
趣
旨
に
よ
り
ロ
エ
ス
レ
ル
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
か
ら
大
き
く
離
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
章
に
関
し
て
は
、
番
頭
と
取
引
先
の
間
で
取
引
に
関
し
、
争
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
し
、
各
商
家

の
内
部
の
権
限
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
法
律
を
も
っ
て
番
頭
・
手
代
そ
の
他
の
使
用
人
の
権
限
を
定
め
る
の
は
、
わ
が
国
の
慣
習
に
反

す
る
も
の
で
あ
っ
て
本
章
は
必
要
な
い
と
磯
部
委
員
が
主
張
し
、
他
の
委
員
か
ら
も
各
地
の
商
業
会
議
所
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
意
見
が
複
数
だ
さ
れ
、
結
局
題
号
を
仮
議
決
し
た
だ
け
で
散
会
し
た
。

第
一

O
回
商
法
委
員
会
（
明
治
二
九
年
六
月
二
九
日
）
で
は
二
九
条
か
ら
条
文
の
検
討
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
も

土
方
委
員
は
、
番
頭
・
手
代
と
い
う
文
言
で
は
従
来
の
慣
習
上
、
職
務
権
限
が
一
定
し
な
い
の
に
本
案
の
知
く
強
制
的
に
こ
れ
を
一

定
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
ま
た
登
記
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
制
裁
が
な
い
こ
と
等
を
あ
げ
、
本
章
を
削
除
し
、
民
法
の
雇
用
と
代

理
で
考
え
れ
ば
足
り
る
と
主
張
し
、
長
谷
川
委
員
の
賛
成
を
得
た
。
ま
た
磯
部
委
員
は
、
本
章
を
削
除
し
、
商
業
代
理
の
章
を
設
け

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
梅
は
「
今
後
商
業
ノ
発
達
ス
ル
ニ
従
ヒ
番
頭
、
手
代
等
ノ
権
限
ヲ
定
ム
ル
ノ
必
要
ア

ル
」
こ
と
を
述
べ
た
。
結
局
、
三

O
条
よ
り
議
事
進
行
し
、
後
に
そ
の
結
果
を
み
て
本
章
削
除
の
可
決
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
三

O
条
は
、
旧
商
法
の
四
五
条
と
四
七
条
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
規
定
で
あ
る
が
、

や
は
り
慣
習
と
の
違
い
が
問
題
に
な
り
、
第
一
一
回

商業使用人の意義（藤田祥子）

商
法
委
員
会
（
明
治
二
九
年
七
月
三
日
）
に
継
続
審
議
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
横
田
委
員
に
よ
り
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
「
番
頭
ノ
上

ニ
支
配
人
ヲ
置
キ
三
十
条
一
項
二
項
ノ
権
限
ヲ
此
者
ニ
付
与
ス
ル
コ
ト
ト
シ
夕
、
ン
次
ハ
番
頭
ト
為
シ
之
ニ
ハ
制
限
ヲ
付
ケ
本
案
ノ
番

頭
ノ
程
度
ヨ
リ
モ
低
キ
権
限
ヲ
与
ヘ
若
シ
高
キ
権
限
ヲ
得
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
特
約
ア
レ
バ
宜
シ
キ
コ
ト
ト
為
サ
ン
番
頭
ハ
高
木
君
ノ

如
ク
不
動
産
ヲ
売
レ
ザ
ル
モ
ノ
ト
シ
手
代
ハ
既
ニ
其
名
ヲ
出
セ
ル
故
使
用
人
ト
致
シ
タ
シ
即
三
段
ト
為
シ
置
カ
バ
妨
ゲ
ナ
ン
」
と
い

う
の
が
横
田
委
員
の
主
張
で
あ
り
、
以
上
の
趣
旨
は
賛
成
者
多
数
に
し
て
文
章
は
起
草
者
に
一
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
経
緯
を
み
て
く
る
と
委
員
達
の
多
く
は
番
頭
・
手
代
に
つ
い
て
慣
習
と
異
な
る
規
定
を
受
け
入
れ
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で

23う

あ
る
。

つ
ま
り
番
頭
・
手
代
と
い
う
従
来
か
ら
あ
る
文
言
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
者
の
実
際
の
権
限
と
比
較
し
て
し
ま
い
、



商事法

そ
れ
と
異
な
る
規
定
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
番
頭
の
上
に
支
配
人
を
お
く
こ
と
に
つ
き
賛
成
が
多
数
で
あ
っ
た
の
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も
、
梅
が
「
支
配
人
ニ
至
テ
ハ
僅
カ
ニ
維
新
以
来
行
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
其
慣
習
ノ
如
キ
モ
殆
ド
之
レ
ナ
ク
且
ツ
主
ト
シ
テ
会
社

ニ
行
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
其
権
限
ノ
如
キ
モ
白
ラ
定
マ
レ
ル
所
有
ル
ベ
ク
」
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
支
配
人
と
い
う
言
葉
が
明

治
維
新
よ
り
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
番
頭
・
手
代
と
異
な
り
慣
習
の
よ
う
な
も
の
も
殆
ど
な
く
、
商
法
上
に
新
た
な
規
定
を
置

く
の
に
適
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
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以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
第
一
一
一
回
商
法
委
員
会
（
明
治
二
九
年
七
月
六
日
）

で
は
、
横
田
委
員
の
主
張
に
沿
っ
て
、
ま
ず
第
六

章
の
題
号
に
関
し
、
番
頭
の
上
に
支
配
人
の
三
文
字
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
商
業
使
用
人
の
職
務
権
限
が
支
配
人
・
番

頭
・
手
代
の
三
段
階
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
二
九
条
か
ら
三
三
条
ま
で
が
審
議
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
。

三
四
条

支
配
人
、
番
頭
及
ヒ
手
代
ヲ
除
ク
外
本
店
又
ハ
支
店
ニ
於
イ
テ
労
務
ニ
服
ス
ル
者
ハ
主
人
ノ
明
示
又
ハ
黙
示
ノ
委
任
ア
ル
ニ
非
サ

レ
ハ
之
ニ
代
ハ
リ
テ
法
律
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

こ
の
規
定
は
、
岡
野
が
起
草
の
趣
旨
と
し
て
あ
げ
た
第
三
の
具
体
化
で
あ
る
。
支
配
人
、
番
頭
、
手
代
は
、
各
自
の
権
限
の
範
囲

は
広
狭
の
差
は
あ
る
が
第
三
者
に
対
し
て
主
人
を
代
表
し
て
法
律
行
為
を
な
し
得
る
点
で
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
他
の
雇
人
は

特
別
の
委
任
が
な
け
れ
ば
主
人
を
代
表
し
て
法
律
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
他
の
雇
人
は
原

則
と
し
て
営
業
上
の
代
理
権
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
条
文
は
、
参
照
と
し
て
旧
商
法
五
四
条
を
あ
げ
て
い
る
が
、
旧
商

法
五
四
条
は
、
使
用
人
の
権
限
を
拡
張
し
た
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
拡
張
す
る
場
合
に
要
求
さ
れ
る
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
規
定
の
仕
方
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
旧
商
法
で
は
商
業
使
用
人
の
職
務
権
限
と
い
う
形
で
対
外
関
係
（
代
理
権
）
を
中

心
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
明
治
三
二
年
商
法
典
で
は
、
番
頭
手
代
そ
の
他
の
使
用
人
が
ど
の
よ
う
な
職
務
権
限
を
有
し
て



い
る
か
と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
組
織
内
部
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
応
し
た
代
理
権
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

規
定
の
仕
方
を
し
た
た
め
、
原
則
と
し
て
代
理
権
の
な
い
者
を
含
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

三
五
条

雇
用
契
約
ニ
因
リ
テ
主
人
ト
支
配
人
、
番
頭
、
手
代
其
他
ノ
使
用
人
ト
ノ
間
ニ
生
ス
ル
関
係
ニ
付
テ
ハ
民
法
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

岡
野
の
趣
旨
第
二
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
民
法
と
重
複
し
、
か
つ
慣
習
に
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
は
こ
と
ご
と
く
削
除
し
た
た
め
、
一
展

用
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
文
だ
け
が
残
っ
た
。
岡
野
の
説
明
で
は
三
四
条
の
そ
の
他
の
雇
人
は
、
特
別
の
委
任
が
な
い
限
り
主
人
と

の
関
係
は
、
一
雇
用
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
支
配
人
、
番
頭
及
び
手
代
は
主
人
に
代
わ
っ
て
法
律
行
為
を
す
る
と
き
は
委
任
関
係
で
あ

る
が
、
主
人
の
営
業
に
関
し
て
は
雇
用
関
係
な
の
で
こ
れ
ら
二
種
の
関
係
を
有
す
る
た
め
本
条
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
岡
野
の
説
明
を
読
む
と
岡
野
の
考
え
方
は
、

ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
や
旧
商
法
典
の
考
え
方
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
や
旧
商
法
典
は
、
商
業
使
用
人
に
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
が
雇
用
関
係
の
な
い
者
も
含
ん
で

考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
岡
野
は
、
雇
用
関
係
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
代
理
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
与
え
ら
れ
て
い
る

商業使用人の意義（藤田祥子）

と
し
た
ら
ど
の
範
囲
で
か
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
三
五
条
に
つ
き
土
方
委
員
は
、
三
四
条
か
ら
委
任
及
び
雇
用
の
関
係
は
自
明
で
あ
る
か
ら
と
削
除
説
を
提
出
し
た
。
岡
野
は
、

元
来
前
条
は
使
用
人
に
関
し
規
定
し
た
も
の
で
決
し
て
同
条
を
以
て
支
配
人
、
番
頭
及
び
手
代
に
適
用
す
べ
き
も
の
で
な
い
た
め
削

除
は
反
対
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
土
方
委
員
の
全
条
削
除
説
に
つ
い
て
採
決
の
結
果
、
少
数
で
あ
っ
た
。
本
条
は
、
未
定
の
ま
ま
散

会
し
、
第
一
三
回
商
法
委
員
会
（
明
治
二
九
年
七
月
一

O
日
）
に
持
ち
越
さ
れ
た
。
土
方
委
員
は
、
引
き
続
き
商
法
一
条
が
あ
る
の

に
民
法
雇
用
の
規
定
を
適
用
す
る
と
す
る
の
は
二
重
と
な
っ
て
商
法
一
条
の
精
神
に
反
す
る
た
め
本
条
の
変
更
を
主
張
し
、
磯
部
委
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。



明
治
三

O
年
二
月
二
四
日
配
付
の
法
典
調
査
会
商
法
決
議
案
に
お
い
て
も
、
商
業
使
用
人
の
職
務
権
限
が
支
配
人
・
番
頭
・
手
代
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の
三
段
階
で
あ
る
の
は
維
持
さ
れ
、
番
頭
の
権
限
の
ほ
か
、
手
代
の
権
限
も
「
推
定
ス
」
と
変
更
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
使
用
人
に
関
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し
て
は
、
審
議
で
決
ま
っ
た
表
現
の
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
雇
用
関
係
の
規
定
は
、
一
切
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

第
一
二
回
帝
国
議
会
（
明
治
三
一
年
五
月
一
九
日
開
会
）
に
提
出
さ
れ
た
商
法
修
正
案
で
は
第
六
章

商
業
使
用
人
と
な
っ
て
お
り
、

ま
ず
題
号
が
変
更
さ
れ
た
。
ま
た
番
頭
と
手
代
の
規
定
が
あ
わ
せ
て
一
条
と
な
り
、
内
容
と
し
て
は
以
前
の
手
代
の
規
定
に
な
っ
て

い
る
。
決
議
案
で
は
、
番
頭
と
手
代
の
権
限
を
異
な
る
規
定
に
し
て
い
た
が
、
「
一
般
ニ
之
ヲ
観
察
ス
レ
ハ
番
頭
ハ
手
代
ニ
比
シ
此

権
限
広
ク
且
手
代
ヲ
指
揮
監
督
ス
ル
ノ
位
地
ニ
立
ツ
コ
ト
通
例
ナ
ル
モ
是
レ
同
一
ノ
商
店
ニ
於
ケ
ル
番
頭
手
代
ニ
付
テ
ノ
ミ
始
メ
テ

言
フ
ヲ
得
ヘ
キ
所
」
で
あ
っ
て
「
委
任
シ
タ
ル
事
項
ニ
関
シ
テ
ハ
受
委
者
ハ
当
然
一
切
ノ
行
為
ヲ
為
ス
権
限
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
番
頭
ト

手
代
ノ
間
ニ
宅
モ
異
ナ
ル
所
ナ
シ
」
と
い
う
こ
と
で
修
正
案
で
は
両
者
の
権
限
に
つ
い
て
区
別
を
な
く
す
と
い
う
変
化
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
使
用
人
の
規
定
と
雇
用
関
係
の
規
定
は
、
表
現
が
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
変
更
は
な
い
。

決
議
案
か
ら
修
正
案
に
な
る
に
あ
た
っ
て
本
論
文
に
お
い
て
一
番
重
要
な
変
更
は
、
章
の
題
号
が
商
業
使
用
人
に
変
更
し
た
こ
と

で
あ
る
。
代
務
人
と
同
様
、
商
業
使
用
人
は
新
語
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
理
由
に
よ
り
商
業
使
用
人
の
代
わ
り
に
番
頭
・
手
代
と
い

う
名
称
を
使
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
務
人
と
異
な
り
言
葉
自
体
は
復
活
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
今

ま
で
の
使
用
の
仕
方
と
異
な
り
、
代
務
人
等
も
含
む
以
前
よ
り
広
い
概
念
を
指
す
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
三
二
年
商
法
典
は
、

題
号
自
体
が
「
商
業
使
用
人
」
だ
け
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
雇
用
の
規
定
が
結
び
つ
い
て
、
商
業
使
用
人
と
は
、
一
雇
用
関
係
を

要
す
る
と
し
、
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
言
い
易
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
は
、
代
務
人
も
題
号
に

入
っ
て
い
た
の
で
、
文
言
上
、
代
理
権
の
部
分
も
示
さ
れ
て
い
た
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
し
た
学
説
が

多
数
説
と
な
っ
た
の
も
う
な
ず
け
る
。
と
こ
ろ
が
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
雇
用
関
係
が
一
条
を
残
す
の
み
で
あ
と
は
削
除
さ
れ
、

支
配
人
の
競
業
禁
止
義
務
の
規
定
を
除
き
、
代
理
権
に
関
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
文
言
（
題
号
）
と
規
定
の
内
容



の
希
離
が
ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
よ
り
も
も
っ
と
激
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
営
業
上
の
代
理
権
は
、
組
織
内
部

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
応
し
た
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
旧
商
法
の
代
理
権
を
中
心
と
す
る
規
定
か
ら
後
退
し
て
い
る
。

一
九
八
八
年
）

商業使用人の意義（藤田祥子）

（
ロ
）
法
典
論
争
に
つ
い
て
は
、
福
島
正
夫
「
日
本
資
本
主
義
の
発
達
と
私
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

「
明
治
商
法
の
成
立
と
変
遷
』
（
三
省
堂
、
一
九
九
二
年
）
八
三
頁
以
下
参
照
。

（
竹
刀
）
商
法
典
中
の
会
社
、
手
形
及
び
破
産
の
部
分
は
、
多
少
の
修
正
を
加
え
ら
れ
た
上
で
施
行
さ
れ
た
。
ま
た
実
質
的
に
廃
止
同
様
に
考
え
ら
れ
て

い
た
残
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
不
注
意
に
よ
り
明
治
二
二
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
志
田
・
前
掲
註
（
7
）
『
日
本
商
法

典
の
編
纂
と
改
正
』
五
三
頁
参
照
。

（M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
九
」
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
一
二
頁
。

（
お
）
志
田
紳
太
郎
外
『
法
典
質
疑
問
答
第
五
編
商
法
総
則
・
会
社
・
商
行
為
』
（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
O
六
年
、
復
刻
・
信
山
社
、
一
九
九
四
年
）
ゴ
一

二
頁
。

（
珂
）
前
掲
註
（
M
M

）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
五
四
頁
。

（
灯
）
前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
五
三
頁
。

（
見
）
前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
五
三
、
五
四
頁
。

（
持
）
ロ
エ
ス
レ
ル
商
法
草
案
は
、
民
法
が
何
時
出
来
る
か
わ
か
ら
な
い
た
め
、
民
法
が
な
く
て
も
商
法
が
行
わ
れ
る
様
に
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

民
法
と
の
聞
に
重
複
・
抵
触
が
生
じ
た
。
本
稿
に
関
係
す
る
旧
商
法
典
第
五
章
も
旧
民
法
典
の
財
産
取
得
編
と
の
名
称
を
一
に
し
て
お
ら
ず
、
抵
触

す
る
規
定
が
往
々
あ
っ
て
何
れ
を
適
用
す
べ
き
か
分
か
り
が
た
い
と
梅
謙
次
郎
が
指
摘
し
て
い
る
。
梅
H
本
野
・
前
掲
註
（
M
）
「
日
本
商
法
義
解
』

二
八
二
頁
。
民
法
典
と
の
重
複
・
抵
触
に
つ
い
て
は
高
田
晴
仁
「
法
典
編
纂
に
お
け
る
商
法
典
と
民
法
典
・
下
そ
の
「
重
複
」
と
「
抵
触
」
を
め

ぐ
っ
て
」
法
律
時
報
七
一
巻
八
号
（
一
九
九
九
年
）
八
五
頁
以
下
参
照
。

前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
五
四
、
五
五
頁
。

前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
五
六
頁
。
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前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
五
八
、
五
九
頁
。

前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
六
二
頁
。

実
務
に
お
け
る
支
配
人
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
は
、
白
井
常
彦
「
明
治
時
代
に
お
け
る
重
役
組
織
の
形
成
」
経
営
史
学
一
四
巻
一
号
（
一
九

七
九
年
）
四
一
四
頁
。

（
川
町
）
前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
六
二
｜
六
五
頁
。

（
伺
）
旧
商
法
五
四
条

商
業
主
人
カ
商
業
使
用
人
ヲ
シ
テ
商
慣
習
ニ
定
マ
レ
ル
職
分
ノ
範
囲
ヲ
拡
メ
テ
其
代
理
ヲ
為
サ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
此
カ
為
メ
特
別
ノ
委
任
ヲ

為
シ
且
相
当
ノ
方
法
ヲ
以
テ
第
三
者
ニ
告
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
殊
ニ
商
業
通
信
書
又
ハ
手
形
及
ヒ
其
他
ノ
債
務
証
書
ニ
於
ケ
ル
使
用
人
ノ
署
名
カ
主

人
ヲ
鴇
束
ス
可
キ
ト
キ
ハ
右
ノ
規
定
ヲ
道
守
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

（
仰
）
長
谷
川
H
岸
本
・
前
掲
註
（
M
）
『
商
法
〔
明
治
二
三
年
〕
商
法
正
義
」
一
一
一
八
頁
。

（
特
）
高
橋
・
前
掲
（
お
）
「
経
営
権
限
の
委
譲
と
包
括
的
代
理
権
什
」
二
六
頁
。

（
相
）
前
掲
註
（
見
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
六
六
頁
。

（
卸
）
「
法
典
調
査
会
商
法
決
議
案
」
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
二

O
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
四
頁
。

（
引
）
『
商
法
修
正
案
理
白
書
」
（
東
京
博
文
館
、
一
八
九
八
年
）
二
四
二
七
頁
。
商
法
修
正
案
理
由
書
は
、
第
一
一
一
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
商

法
修
正
案
に
関
す
る
も
の
で
、
法
典
調
査
会
起
草
委
員
補
助
の
起
案
に
係
り
、
起
草
委
員
の
校
閲
を
経
て
い
な
い
。
東
京
博
文
館
以
外
の
出
版
社
で
は
、

商
法
修
正
案
参
考
書
と
い
う
名
称
に
な
っ
て
い
る
。

（
臼
）
志
田
外
・
前
掲
註
（
江
川
）
『
法
典
質
疑
問
答
』
二
二

l
三
ゴ
一
頁
。

（
幻
）
梅
謙
次
郎
『
商
法
修
正
要
領
』
（
和
仏
法
律
学
校
、
明
治
ゴ
三
年
度
講
義
）
六
六
、
六
七
頁
。



五

昭
和
二
二
年
改
正

商
業
使
用
人
の
意
義
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
昭
和
二
二
年
改
正
で
あ
る
。
こ
の
改
正
で
は
商
業
使
用
人
と
い
う
題
号
に
関

し
、
要
綱
の
と
き
も
改
正
案
に
お
い
て
も
変
更
案
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
わ
が
国
の
商
法
は
、
商
業
使
用
人
と
商
業

代
理
人
の
問
題
を
区
別
せ
ず
、
商
業
代
理
人
は
則
ち
商
業
使
用
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
立
法
論
と
し
て
甚
だ
不
適
当
で

あ
っ
て
両
者
を
区
別
し
、
商
業
代
理
を
主
眼
と
し
て
規
定
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
題
号
も
商
業
代
理
（
人
）
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

改
正
に
あ
た
っ
て
法
制
審
議
会
は
五
名
の
委
員
か
ら
成
る
小
委
員
会
を
設
け
、
昭
和
五
年
二
一
月
一
九
日
に
は
、
第
一
編
総
則
お

よ
び
第
二
編
会
社
に
関
す
る
改
正
要
綱
案
を
作
成
し
、
さ
ら
に
審
議
を
重
ね
多
少
の
修
正
を
加
え
て
、
昭
和
六
年
七
月
二

O
日
法
制

審
議
会
第
八
回
総
会
に
お
い
て
商
法
改
正
要
綱
第
一
編
総
則
及
び
第
二
編
会
社
の
部
が
可
決
議
了
さ
れ
、
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
間
、

主
と
し
て
起
案
の
衝
に
あ
た
っ
た
の
は
、
松
本
悉
治
で
あ
る
。

要
綱
に
関
し
て
本
論
文
で
注
目
す
る
も
の
は
以
下
で
あ
る
。

商業使用人の意義（藤田祥子）

商
法
改
正
要
綱

第
十
九

第
三
十
四
条
ノ
規
定
ヲ
改
メ
物
品
ノ
販
売
ヲ
目
的
ト
ス
ル
店
舗
ノ
使
用
人
ハ
其
店
舗
ニ
在
ル
物
品
ノ
売
買
ニ
関
ス
ル
権
限
ヲ
有
ス

ル
モ
ノ
ト
推
定
ス
ト
ノ
趣
旨
ト
ス
ル
コ
ト

商
法
三
四
条
「
支
配
人
、
番
頭
又
ハ
手
代
ニ
非
サ
ル
使
用
人
ハ
主
人
ニ
代
ハ
リ
テ
法
律
行
為
ヲ
為
ス
権
限
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
推

定
ス
」
に
つ
い
て
松
本
は
、
「
代
理
権
な
し
と
の
推
定
は
何
の
意
味
を
も
為
さ
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
少
な
く
と
も
物
品
販
売

241 



商事法

店
の
使
用
人
は
事
実
上
其
店
舗
に
在
る
物
品
の
売
買
に
関
す
る
代
理
権
あ
る
を
常
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
三
四
条
を
改
め
て
販

売
店
の
使
用
人
の
代
理
権
を
推
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
商
法
五
六
条
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
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要
綱
一
九
の
内
容
に
つ
い
て
は
商
慣
習
法
と
し
て
既
に
認
め
得
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
此
の
点
を
商
法
典
に
明
確
に
す
る
の
は

誠
に
妥
当
の
改
正
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。

次
に
政
府
は
、
法
制
審
議
会
が
議
定
し
て
答
申
し
た
商
法
改
正
要
綱
を
法
律
案
と
し
て
起
草
す
べ
く
、
司
法
省
内
に
商
法
改
正
調

査
委
員
会
を
設
け
た
。
こ
の
委
員
会
の
構
成
員
は
、
原
嘉
道
を
委
員
長
に
松
本
恭
治
、
岩
田
宙
造
、
池
田
寅
二
郎
、
大
森
洪
太
の
各

委
員
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
田
中
耕
太
郎
が
加
わ
っ
て
、
起
草
作
業
が
行
わ
れ
た
。
立
案
さ
れ
た
商
法
改
正
法
律
案
は
、
若
干
の
修
正

が
施
さ
れ
商
法
中
改
正
法
律
案
と
し
て
第
七
三
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
、
両
院
を
通
過
し
、
昭
和
二
二
年
四
月
五
日
公
布
さ
れ
た
。

要
綱
一
九
は
、
以
下
の
規
定
と
な
っ
た
。

四
四
条

物
品
ノ
販
売
ヲ
目
的
ト
ス
ル
店
舗
ノ
使
用
人
ハ
其
ノ
店
舗
ニ
在
ル
物
品
ノ
販
売
ニ
関
ス
ル
権
限
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

第
四
十
二
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
適
用
ス

こ
の
規
定
は
三
四
条
の
変
更
で
は
あ
る
が
、
三
四
条
の
よ
う
に
下
級
使
用
人
の
無
権
限
を
推
定
す
る
こ
と
は
多
く
の
価
値
を
見
出

し
難
く
、
む
し
ろ
三
四
条
の
廃
止
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る

D

そ
し
て
要
綱
で
は
「
推
定
ス
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
「
看
倣
ス
」

と
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
要
綱
の
よ
う
に
「
推
定
ス
」
と
す
る
こ
と
は
、
主
人
が
実
質
関
係
を
証
明
し
て
容
易
に
推
定
を
覆
す

こ
と
が
で
き
る
と
取
引
の
安
全
が
害
さ
れ
る
た
め
、
あ
ま
り
意
義
が
な
い
の
で
、
「
看
倣
ス
」
と
し
た
こ
と
と
第
二
項
の
規
定
は
、

ほ
ぼ
正
当
で
あ
る
と
す
る
。
三
五
条
の
雇
用
関
係
の
規
定
は
、
要
綱
に
お
い
て
は
変
更
案
は
で
て
こ
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
「
主

人
」
と
い
う
文
言
が
「
営
業
主
」
に
変
更
さ
れ
た
。
田
中
耕
太
郎
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
主
人
」
と
言
う
と
如
何
に
も
封
建
的
隷
属
関



係
を
示
す
よ
う
な
意
味
に
考
え
ら
れ
、
現
代
の
要
求
に
合
致
し
な
い
か
ら
「
営
業
主
」
と
い
う
文
字
に
し
た
方
が
い
い
と
い
う
議
論

が
出
て
法
制
審
議
会
で
変
更
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
の
で
改
正
法
も
そ
れ
に
則
り
、
主
人
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
他
の
規
定

と
共
に
「
営
業
主
」
に
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。

商
業
使
用
人
の
規
定
は
、
商
業
代
理
の
問
題
と
商
業
使
用
人
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
中
で
是
非
と
も
商
法
に
規
定
す
べ
き
は
商
業

代
理
の
問
題
で
あ
っ
て
、
商
業
使
用
人
の
問
題
は
必
ず
し
も
商
法
に
規
定
す
る
を
要
せ
ず
、
む
し
ろ
商
店
法
又
は
民
法
等
に
譲
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
主
人
と
商
業
使
用
人
と
の
聞
の
内
部
関
係
の
規
定
は
別
に
一
纏
め
に
す
る
か
又
は
商
法
よ
り
除

い
た
方
が
ょ
い
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
構
成
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

商業使用人の意義（藤田祥子）

大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
を
通
じ
て
わ
が
国
の
企
業
社
会
は
、
未
曾
有
の
好
景
気
と
そ
れ
に
続
く
大
反
動
そ
し
て
大
恐
慌
と
い
う
両

極
を
経
験
し
た
。
昭
和
二
二
年
改
正
は
、
か
か
る
概
況
の
蓄
積
の
結
果
と
し
て
昭
和
初
期
に
浮
上
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
金

融
恐
慌
・
昭
和
恐
慌
の
反
省
に
基
づ
き
法
制
の
不
備
を
補
充
し
、
と
く
に
会
社
債
権
者
、
株
主
の
保
護
を
積
極
的
に
図
っ
た
。
取
引

の
安
全
を
は
か
る
た
め
の
第
三
者
保
護
規
定
と
し
て
表
見
支
配
人
の
規
定
や
番
頭
・
手
代
の
規
定
の
二
項
新
設
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昭
和
一
三
年
改
正
四
四
条
に
つ
い
て
は
、
旧
商
法
典
五
二
条
と
五
五
条
が
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

五
二
条
に
つ
い
て
は
、
便
利
な
規
定
だ
が
当
然
の
規
定
な
の
で
不
必
要
で
あ
り
、
五
五
条
は
五
二
条
と
向
性
質
な
の
で
不
要
か
つ
慣

習
に
も
反
す
る
と
し
て
い
ず
れ
も
削
除
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
慣
習
法
と
し
て
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思
わ

れ
る
も
の
を
法
典
に
明
確
に
し
、
し
か
も
要
綱
の
「
推
定
ス
」
か
ら
「
看
倣
ス
」
に
変
更
し
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
取
引
の
安
全

を
考
え
た
規
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
商
法
中
改
正
法
律
案
の
理
白
書
に
お
い
て
も
「
本
条
第
一
項
モ
亦
第
三
者
保
護
ヲ
目
的
ト
ス

ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
悪
意
ノ
第
三
者
ハ
保
護
ニ
値
セ
ザ
ル
ガ
故
ニ
第
二
項
ヲ
新
設
シ
テ
其
ノ
旨
ヲ
明
ニ
シ
タ
リ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
二
年
商
法
典
に
お
い
て
は
、
商
業
使
用
人
に
関
す
る
規
定
に
つ
き
、
組
織
内
部
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
応
し
た
営
業
上
の

代
理
権
を
定
め
て
い
る
と
い
え
、
そ
の
場
合
は
、
番
頭
手
代
以
外
の
使
用
人
は
、
原
則
と
し
て
代
理
権
を
有
し
な
い
た
め
、
商
業
使
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用
人
は
、
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
い
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
三
二
年
商
法
三
四
条
が
実
質

商事法

上
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
部
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
応
し
た
代
理
権
を
定
め
て
い
る
と
は
一
言
え
な
く
な
っ
た
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。
昭
和
二
二
年
改
正
四
四
条
は
、
営
業
上
の
代
理
権
を
中
心
に
考
え
た
規
定
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
昭
和
二
二
年

改
正
は
、
取
引
の
安
全
を
は
か
っ
た
改
正
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
い
え
ば
商
業
使
用
人
の
対
外
関
係
、
つ
ま
り
営
業
上
の
代
理
権
に

関
す
る
規
定
が
強
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
雇
用
関
係
の
規
定
は
残
っ
て
い
る
が
、

商
業
使
用
人
の
営
業
上
の
代
理
権
に
関
す
る
規
定
は
い
よ
い
よ
多
く
な
り
、
商
業
使
用
人
と
い
う
文
言
が
適
切
か
否
か
は
さ
て
お
き
、

商
業
使
用
人
の
意
義
と
し
て
営
業
上
の
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
学
説
が
増
え
て
き
て
い
る
の
も
納
得
が
い
く
。

（
日
）
烏
賀
陽
然
良
H
大
橋
光
雄
H
大
森
忠
夫
「
商
法
改
正
法
案
を
評
す

ω」
法
学
論
叢
コ
一
四
巻
二
号
（
一
九
三
六
年
）
二
一

O
八
頁
。

（
日
）
松
本
悉
治
「
商
法
改
正
要
綱
解
説
付
」
法
学
協
会
雑
誌
四
九
巻
九
号
（
一
九
三
一
年
）
一

O
コ一、一

O
四
頁
。

（
%
）
改
正
へ
の
具
体
的
な
動
き
は
、
ま
ず
民
聞
が
主
導
す
る
形
で
開
始
さ
れ
た
。
東
京
商
工
会
議
所
に
お
い
て
昭
和
三
年
四
月
商
事
関
係
法
規
改
正

準
備
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
同
年
五
月
か
ら
改
正
審
議
事
項
を
決
定
す
る
た
め
審
議
研
究
が
開
始
さ
れ
た
。
『
東
京
商
工
会
議
所
八
十
五
年
史
上
巻
』

（
東
京
商
工
会
議
所
、
一
九
六
六
年
）
一
一
一
一
一
、
一
一
一
一
二
頁
。

（
灯
）
松
本
・
前
掲
註
（
日
）
「
商
法
改
正
要
綱
解
説
付
」
一
二
四
頁
。

（
見
）
野
津
務
「
商
法
改
正
要
綱
ー
ー
そ
の
第
一
編
に
就
い
て
｜
｜
」
法
政
研
究
二
巻
二
号
（
一
九
ゴ
三
年
）
七
八
頁
。

（
知
）
商
法
改
正
法
律
案
は
第
六
八
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
衆
議
院
が
解
散
し
た
た
め
に
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
浅
木
慎
一
「
昭
和
一

三
年
会
社
法
改
正
の
歴
史
的
展
開
・
第
二
部
｜
｜
改
正
法
律
案
の
公
表
か
ら
改
正
法
の
成
立
・
施
行
と
戦
前
の
議
論
状
況
ま
で
l
l」
神
戸
学
院
法

学
二
五
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
二
、
一
二
三
頁
。

（
ω）
商
法
中
改
正
法
律
案
は
、
ま
ず
第
七
O
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
食
い
逃
げ
解
散
に
よ
り
成
立
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。

第
七
O
回
帝
国
議
会
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
三
枝
・
前
掲
註
（
刀
）
『
明
治
商
法
の
成
立
と
変
遷
」
三
一
二
四
｜
三
四
七
頁
参
照
。



烏
賀
陽
H
大
橋
H
大
森
・
前
掲
註
（
日
）
「
商
法
改
正
法
案
を
評
す
口
」
二
一
一
八
頁
。

田
中
耕
太
郎
『
改
正
商
法
及
有
限
会
社
法
概
説
」
（
有
斐
閣
、
一
九
三
九
年
）
八
一
頁
。

烏
賀
陽
H
大
橋
H
大
森
・
前
掲
註
（
日
）
「
商
法
改
正
法
案
を
評
す
口
」
三

O
七
、
ゴ
三

O
頁。

浅
木
慎
一
「
大
正
バ
ブ
ル
の
崩
壊
と
経
済
的
矛
盾
の
露
呈
｜
｜
昭
和
二
二
年
の
改
正
・
有
限
会
社
法
の
制
定
l
l」
『
日
本
会
杜
立
法
の
歴
史
的

展
開
（
北
津
正
啓
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
）
」
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
九
年
）
一
五
一
一
一
五
六
頁
。

（
ω）
奥
島
孝
康
「
昭
和
二
二
年
商
法
改
正
」
『
昭
和
商
法
学
史
（
岩
崎
稜
先
生
追
悼
論
文
集
）
」
（
日
本
評
論
社
、

（“） 
（引）

（位）

（

ω）
 

（併）

一
九
九
六
年
）

一
五
、
一
六
頁
。

商業使用人の意義（藤田祥子）

旧
商
法
五
二
条

商
業
使
用
人
カ
商
業
主
人
ノ
為
メ
ニ
店
舗
、
倉
庫
、
及
ヒ
其
他
ノ
営
業
場
ニ
於
テ
或
ル
業
務
ヲ
弁
ス
ル
ト
キ
又
ハ
他
所
ニ
送
遣
セ
ラ
ル
ル
ト
キ
又

ハ
帳
場
ニ
於
テ
第
三
者
ト
取
引
ヲ
為
ス
ニ
際
シ
主
人
ヨ
リ
制
止
セ
ラ
レ
ス
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
問
ヲ
受
ケ
テ
己
レ
之
ヲ
為
ス
権
ア
リ
ト
答
ヘ
タ
ル
ト

キ
ハ
殊
ニ
其
職
分
ノ
範
囲
ニ
付
キ
置
カ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
サ
ル

（
日
）
旧
商
法
五
五
条

営
業
場
ニ
於
テ
第
三
者
カ
善
意
ヲ
以
テ
商
業
使
用
人
ニ
対
シ
金
銭
ノ
受
渡
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
何
レ
ノ
場
合
ヲ
問
ハ
ス
商
業
主
人
之
ヲ
承
認
ス
ル

ノ
義
務
ア
リ
商
品
、
証
券
及
ヒ
其
他
ノ
有
価
物
ニ
付
テ
モ
亦
同
シ

受
取
ノ
証
ア
ル
勘
定
書
及
ヒ
其
他
ノ
受
取
証
書
ヲ
持
参
ス
ル
者
ハ
払
金
及
ヒ
其
他
書
中
記
載
ノ
物
ヲ
受
取
ル
権
ア
ル
モ
ノ
ト
看
倣
サ
ル
但
情
況
ニ

因
リ
テ
右
ニ
異
ナ
レ
ル
推
定
ヲ
為
ス
可
キ
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

（
侃
）
前
掲
註
（
M
）
「
法
典
調
査
会
商
法
委
員
会
議
事
要
録
」
五
六
頁
。

（
ω）
司
法
省
民
事
局
編
『
商
法
中
改
正
法
律
案
理
白
書
（
総
則
会
社
）
』
（
清
水
書
店
、

一
九
三
七
年
）
二
七
頁
。

___L. 

/'¥ 

平
成
一
七
年
改
正

平
成
一
七
年
改
正
に
よ
り
、
会
社
法
に
も
商
業
使
用
人
に
関
す
る
規
定
が
お
か
れ
た
。
こ
れ
は
会
社
法
要
綱
試
案
第
二
部
3
（前

24う
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注
）
で
会
社
の
使
用
人
に
関
し
て
は
、
商
業
使
用
人
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
を
会
社
法
（
仮
称
）
に
お
い
て

設
け
る
も
の
と
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
商
法
と
会
社
法
は
、
対
象
と
し
て
い
る
の
が
個
人
商
人
と
会
社
と
異
な
る
こ
と
に
よ
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り
若
干
表
現
の
違
い
は
あ
る
が
、
殆
ど
同
じ
規
定
で
あ
る
。

平
成
一
七
年
改
正
で
は
、
今
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
商
業
使
用
人
と
商
業
代
理
人
の
区
別
と
い
う
こ
と
は
全
く
念
頭
に
な
く
、

要
綱
試
案
で
提
案
さ
れ
た
の
は
、
支
配
人
の
登
記
と
会
社
の
支
配
人
の
競
業
避
止
義
務
等
に
関
す
る
規
制
の
見
直
し
で
あ
っ
た
。
会

社
の
支
配
人
の
競
業
避
止
義
務
等
の
規
制
の
見
直
し
に
関
し
て
は
、
要
綱
試
案
の
補
足
説
明
に
よ
れ
ば
、
会
社
の
取
締
役
で
あ
れ
ば

代
表
取
締
役
あ
る
い
は
業
務
担
当
取
締
役
で
あ
っ
て
も
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
義
務
を
支
配
人
、
特
に
会
社
の
支
配
人
に
つ
い
て

課
す
こ
と
の
合
理
性
は
乏
し
い
と
い
う
意
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
賛
成
意

見
が
多
数
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
制
審
議
会
会
社
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
第
一
二
回
会
議
で
は
、
支
配
人
に
つ
い
て
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
今
の
実
質
を
い
じ
る
の
は
余
り
賛
成
で
は
な
い
と
い
っ
た
否
定
的
な
意
見
が
み
ら
れ
、

あ
ま
り
積
極
的
な
賛
成
意
見
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
第
二

O
回
会
議
で
は
事
務
局
か
ら
支
配
人
に
係
る
規
定
と
い
う
の
は
会
社
の

み
な
ら
ず
商
人
一
般
の
規
定
で
あ
っ
て
、
支
配
人
と
会
社
に
お
け
る
役
員
と
は
責
任
等
の
面
で
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

今
回
は
格
別
の
取
り
扱
い
の
変
更
は
し
な
い
と
い
う
提
案
が
だ
さ
れ
削
除
さ
れ
た
。
要
綱
試
案
の
段
階
で
は
、
会
社
法
と
商
法
で
、

規
定
の
内
容
が
相
違
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
単
な
る
自
足
的
な
規
定
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
要
綱
試
案
・
要
綱
案
の
段
階
で
は
提
案
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
雇
用
関
係
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
削

除
は
、
立
法
担
当
官
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
使
用
人
と
の
契
約
関
係
を
前
提
と
す
れ
ば
規
定
を
設
け
る
意
味
は
な
い
と
い
う
理
由
に
よ

る
。
つ
ま
り
雇
用
関
係
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
見
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
雇
用
関
係
を
前
提
と
し
て
、
明
治

三
二
年
商
法
典
で
も
出
て
い
た
削
除
説
が
実
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
営
業
上
の
代
理
権
に
関
す
る
規
定
で
は
な
い
も
の
は
、
と
う
と
う
一
ヶ
条
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と



は
何
も
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
会
社
法
の
表
題
は
「
会
社
の
使
用
人
」
と
さ
れ
た
。
会
社
法
で
そ
の
他
の
規
定
に

お
い
て
で
て
く
る
「
使
用
人
」
は
、
営
業
上
の
代
理
権
の
有
無
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
今
ま
で
み
て
き
た
よ
う

に
商
業
使
用
人
と
は
営
業
上
の
代
理
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
説
が
増
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
規
定
が
殆
ど

同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
社
法
に
お
い
て
「
商
業
使
用
人
」
と
い
う
文
言
を
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
い
え

よ、っ。（河）

（

η）
 

（

η）
 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
窒
「
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
試
案
補
足
説
明
」
商
事
法
務
一
六
七
八
号
（
一
一

O
O
五
年
）
コ
一
九
頁
。

相
津
哲
他
「
「
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
に
対
す
る
各
界
意
見
の
分
析
〔
I
〕
」
商
事
法
務
一
六
八
八
号
（
二

O
O
四
年
）
八
頁
。

法
制
審
議
会
会
社
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
第
二
一
回
会
議
（
平
成
一
五
年
九
月
一
七
日
）
議
事
録
、
法
務
省
ホ
1
ム
ベ

l
ジ
『
与
に
＼
者
当
者
－
B
苧

加。・］一方＼｛）凶。。］吋’－’－－
H
凶件

（
乃
）
法
制
審
議
会
会
社
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
第
二

O
回
会
議
（
平
成
一
六
年
三
月
一
七
日
）
議
事
録
、
法
務
省
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
宮
守
＼
＼
者
当
者
－
B
＆・

∞。・］唱＼。
h
H
O

凶－
J
1
1

－B
「
同
凶
円

（
河
）
相
津
哲
H
郡
谷
大
輔
「
新
会
社
法
の
解
説
付
会
社
法
制
の
現
代
化
に
伴
う
実
質
改
正
の
概
要
と
基
本
的
な
考
え
方
」
商
事
法
務
一
七
三
七
号
（
二

一
五
頁
。

商業使用人の意義（藤田祥子）

0
0
五
年
）

（
行
）
倉
津
康
一
郎
『
商
法
の
基
礎
』
（
税
務
経
理
協
会
、
三
訂
版
、
一
九
九
三
一
年
）
四
五
頁
は
「
「
商
業
使
用
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
商
法
上
の
特
別

な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
企
業
の
使
用
人
す
べ
て
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
包
括
的
商
業
代
理
人
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
商

法
上
「
商
業
使
用
人
」
が
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
者
の
お
こ
な
っ
た
企
業
取
引
と
し
て
の
対
外
的
な
法
律
行
為
の
効
果
が
、
営
業
主
に
帰
属
す
る

か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
」
る
と
す
る
。
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商
業
使
用
人
の
意
義
に
つ
い
て
解
釈
上
の
混
乱
を
起
こ
す
原
因
を
つ
く
っ
た
の
は
、

ロ
エ
ス
レ
ル
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
が
、

そ
の
混
乱
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
、
明
治
三
二
年
商
法
典
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
解
釈
は
、
規
定

の
変
遷
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
平
成
一
七
年
改
正
で
は
、
内
容
の
検
討
を
先
送
り
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
表
題
を
会
社
法
が
商
法
と
異
な
る
も
の
と
し
た
た
め
、
今
後
更
な
る
混
乱
を
引
き
起
こ
す
元
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
個
々
の
条
文
に
の
み
目
を
や
る
の
で
は
な
く
、
全
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
考
え
て
改
正
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

る


